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「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について 

 

 

 歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 71 号。以下「改

正省令」という。）が公布され、このうち、歯科技工所の届出事項及び構造設備基準につい

ては令和４年４月１日、歯科技工録の作成及び保存については令和５年４月１日から施行す

ることとされたところである。 

改正省令の施行に伴い、「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」

の一部を別添のとおり改正することとしたため、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対

する周知をお願いする。 

 



（別添） 
新旧対照表 

新 旧 

歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針 

 

１．～３． （略） 

 

４．指示書に基づく作成等管理及び品質管理に関する文書 

1) 開設者は、歯科補てつ物等の作成管理及び品質管理の観点から、

指示書に基づく歯科補てつ物等の作成等ごとに、以下の事項につい

て記載した歯科技工録を作成し、保存しなければならない。歯科技

工録は、番号、日付、氏名等を記載するなど、指示書を容易に特定

できるものであること。ただし、当該歯科補てつ物等に係る作成等

工程の一部を指示書に基づき他の開設者の歯科技工所に行わせる場

合においては、自ら行う作業工程に係る事項のみを記載することを

もって足りるものとする。 

①～⑧ （略） 

⑨ 歯科補てつ物等の設計等をリモートワークで行った場合は、そ

の旨とリモートワークを行った場所 

⑩ 歯科技工の工程の一部について、歯科補てつ物等の作成等に用

いる機器を共同利用した場合は、その旨と当該工程を行った歯科

技工所名（共同利用する機器を所有する歯科技工所の名称等） 

⑪ その他必要な事項 

なお、歯科技工録については、現時点では別添の表１及び表２を

参考にすることとし、CAD/CAMを用いた歯科技工の際の参考様式に

ついては追ってお示しする。 

歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針 

 

１．～３． （略） 

 

４．指示書に基づく作成等管理及び品質管理に関する文書 

1) 開設者は、指示書に基づく歯科補てつ物等の作成等ごとに、以下の

事項について記載した歯科技工録を作成しなければならない(なお、

歯科技工録については、別添の表１及び表２を参考にすることと

し、番号、日付、氏名等を記載するなど、指示書を容易に特定でき

るものであること)。ただし、当該歯科補てつ物等に係る作成等工程

の一部を指示書に基づき他の開設者の歯科技工所に行わせる場合に

おいては、自ら行う作業工程に係る事項のみを記載することをもっ

て足りるものとする。 

①～⑧ （略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

⑨ その他必要な事項 

 

 

 



2) 開設者は、５．から９．までに規定する工程管理、点検・検査、

苦情処理等、自己点検及び教育訓練の手順に関する文書(以下「手

順書」という。)を作成しなければならない。ただし、当該歯科補

てつ物に係る作成等工程の一部を他の開設者の歯科技工所に行わせ

る場合においては、自ら行う作成等工程に係る事項のみを記載する

ことをもって足りるものとする。 

3) 開設者は、歯科技工録を指示書とともに作成の日から３年間保存

すること。なお電磁的保存等に係る基準については指示書に準ずる

ものとする。令和５年３月31日までは、従前どおり本指針に基づき

歯科技工録を作成し、２年間保存することとされているため留意す

ること。 

4) 開設者は、都道府県知事及び医療機関等から歯科技工録の開示の

求めがあった場合には、速やかに提示することができるよう整備し

ておくこととする。 

 

５．～１０． （略） 

 

１１．機器の共同利用による歯科補てつ物等の作成等 

1) 指示書に基づく歯科補てつ物等の作成等を行う際に、当該歯科補

てつ物等に係る作成等工程の一部を他の歯科技工所の機器を共同利

用する場合、「歯科補てつ物等の作成等を行う歯科技工所」の歯科

技工士は、歯科技工録に、４．１）⑩の事項を記載する。この場

合、「共同利用する機器を所有する歯科技工所」において行った内

容等を含めて記載すること。 

2) 「共同利用する機器を所有する歯科技工所」の管理者は、共同利

用する機器ごとに以下の事項について記載した記録を作成し、保存

しなければならない。 

2) 開設者は、５．から９．までに規定する工程管理、点検・検査、苦

情処理等、自己点検及び教育訓練の手順に関する文書(以下「手順

書」という。)を作成しなければならない。ただし、当該歯科補てつ

物に係る作成等工程の一部を他の開設者の歯科技工所に行わせる場

合においては、自ら行う作成等工程に係る事項のみを記載すること

をもって足りるものとする。 

3) 開設者は、歯科技工録を指示書とともに作成の日から２年間保存す

ること。なお電磁的保存等に係る基準については指示書に準ずるも

のとする。 

 

 

4) 開設者は、都道府県知事及び医療機関等から歯科技工録の開示の求

めがあった場合には、速やかに提示することができるよう整備して

おくこととする。 

 

５．～１０． （略） 

 

（新設） 

 



① 共同利用した日時 

② 共同利用した「歯科補てつ物等の作成等を行う歯科技工所」の

名称等 

③ その他必要な事項 
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歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針 

 

１．目的 

この指針は、歯科技工所における歯科補てつ物等の作成管理及び品質管理に関する事項

を定めることにより、歯科補てつ物等の質の確保を図ることを目的とする。 

 

２．定義 

1) この指針で「開設者」とは、歯科技工士法（昭和 30 年法律第 168 号）第 21 条第 1項

に規定する歯科技工所を開設した者をいう。 

2) この指針で「管理者」とは、歯科技工士法第 22 条に規定する歯科技工所の管理者を

いう。なお、管理者は、歯科技工に係る実務経験を５年以上有する者が望ましい。 

3) この指針で「歯科補てつ物等」とは、歯科技工所で作成し、修理し又は加工される歯

科補てつ物、充てん物又は矯正装置をいう。 

4) この指針で「作成等」とは、歯科技工士法第２条に規定する「特定人に対する歯科医

療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し又は加工すること」

をいう。 

5) この指針で「指示書」とは、歯科技工士法第 18 条に規定する歯科医師の指示書をい

う。 

 

３．開設者の義務 

開設者は、管理者が業務を遂行するに当たり、支障が生ずることのないようにしなけれ

ばならない。 

 

４．指示書に基づく作成等管理及び品質管理に関する文書 

1)  開設者は、歯科補てつ物等の作成管理及び品質管理の観点から、指示書に基づく歯

科補てつ物等の作成等ごとに、以下の事項について記載した歯科技工録を作成し、保

存しなければならない。歯科技工録は、番号、日付、氏名等を記載するなど、指示書

を容易に特定できるものであること。ただし、当該歯科補てつ物等に係る作成等工程

の一部を指示書に基づき他の開設者の歯科技工所に行わせる場合においては、自ら行

う作業工程に係る事項のみを記載することをもって足りるものとする。 

① 作成等に用いる模型等と指示書とを発行した歯科医師から受託した年月日 

② 患者の氏名 

③ 作成等部位及び設計 

④ 作成の方法(作成等手順) 

⑤ 使用材料(使用主材料の品名ならびにロットもしくは製造番号) 

⑥ 歯科補てつ物等の工程管理に係る業務を管理した記録 

⑦ 歯科補てつ物等の最終点検及び検査を完了した年月日 

⑧ 歯科補てつ物等を委託した歯科医師等に引き渡した年月日 
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⑨ 歯科補てつ物等の設計等をリモートワークで行った場合は、その旨とリモートワ

ークを行った場所 

⑩ 歯科技工の工程の一部について、歯科補てつ物等の作成等に用いる機器を共同利

用した場合は、その旨と当該工程を行った歯科技工所名（共同利用する機器を所有

する歯科技工所の名称等） 

⑪ その他必要な事項 

なお、歯科技工録については、現時点では別添の表１及び表２を参考にすることと

し、CAD/CAM を用いた歯科技工の際の参考様式については追ってお示しする。 

2) 開設者は、５．から９．までに規定する工程管理、点検・検査、苦情処理等、自己点

検及び教育訓練の手順に関する文書(以下「手順書」という。)を作成しなければならな

い。ただし、当該歯科補てつ物に係る作成等工程の一部を他の開設者の歯科技工所に行

わせる場合においては、自ら行う作成等工程に係る事項のみを記載することをもって足

りるものとする。 

3) 開設者は、歯科技工録を指示書とともに作成の日から３年間保存すること。なお電磁

的保存等に係る基準については指示書に準ずるものとする。令和５年３月 31 日までは、

従前どおり本指針に基づき歯科技工録を作成し、２年間保存することとされているため

留意すること。 

4) 開設者は、都道府県知事及び医療機関等から歯科技工録の開示の求めがあった場合に

は、速やかに提示することができるよう整備しておくこととする。 

 

５．工程管理 

開設者は、管理者に、歯科技工録及び手順書に基づき、以下の歯科補てつ物等の工程管

理に係る業務を適切に管理させなければならない。 

1) 指示書に基づき、適正な方法による作成等を行うこと。 

2) 管理者又はあらかじめ管理者が指定した者が最終点検及び検査を行うこと。 

3) 構成部品等(歯科補てつ物などの作成等に使用されるもの、原料、材料、中間物及び

歯科補てつ物等をいう。以下同じ。)及び作成等用材料物質を適正に保管し、出納を行

い、及びその品名並びにロット又は製造番号等記録を作成すること。 

4) 歯科技工録に関する記録を作成すること。 

5) 構造設備の保守点検を行い、その記録を作成すること。 

6) 作成等工程において、歯科補てつ物等の質に影響を及ぼす環境上の条件について点検

を行い、その結果を記録すること。 

7) 3)から 5)までの記録、あるいはその工程管理に際しては、守秘義務に十分に留意す

ること。 

8) 3)から 6)までの記録により、作成等工程管理が適切に行われていることを確認する

こと。 

9) 3)から 6)までの記録を本指針４．1)⑥として記録すること。 
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６．歯科補てつ物等及び機器の点検・検査 

開設者は、管理者に、歯科技工録及び手順書に基づき、以下の歯科補てつ物等及び機器

の点検・検査に係る業務を適切に管理させなければならない。 

1) 歯科補てつ物等の点検及び記録の保存に必要な設備及び器具を備えていること。 

2) 適正な方法により構造設備及び機器の点検・検査を行うこと。なお、歯科技工作業を

行うのに必要な機器の保守点検は１年に１回以上必ず実施すること。 

3) 構成部品等を定期的に点検・検査し、これを記録すること。 

4) 3)に掲げる記録を作成の日から２年間保存すること。 

   

 

７．苦情処理等 

開設者は、管理者に、歯科補てつ物等の品質等に関して当該委託歯科医師又は当該歯科

医師を経由して特定人から苦情があった場合、又は歯科補てつ物等の品質等に問題がある

と認められた場合には、手順書に基づき、次に掲げる事項により適切に管理させなければ

ならない。 

1) 当該委託歯科医師からの苦情又は当該歯科医師を経由した特定人からの苦情に対し

ては、歯科技工録を点検し、原因を究明するとともに、作成等管理及び品質管理に関し

改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。 

2) 当該歯科技工所に起因した歯科補てつ物等の品質等に関する問題に対しては、その原

因を究明し、作成等管理及び品質管理に関する改善が必要な場合には、所要の措置を講

ずること。 

3) 1)又は 2)の後に歯科技工録を点検し、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情

処理記録等を作成し、当該委託歯科医師に報告すること。 

4) 3)の記録は、3)で当該委託歯科医師等に報告した年月日とともに本指針 ４．1)⑥と

して記録すること。 

 

８．自己点検 

1) 開設者は、管理者又はあらかじめ指定した者に、手順書に基づき、次に掲げる業務を

適切に管理させなければならない。 

① 当該歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等管理及び品質管理について定期

的に自己点検を行うこと。 

② 自己点検の結果を管理者に対して報告すること。 

2) 管理者は、自己点検の結果に関して、自己点検が適切に行われていることを確認しな

ければならない。 

3) 開設者は、定期的な自己点検の結果を管理者から聴取し、作成等管理及び品質管理に

関する改善が必要な場合には、所要の措置を講じなければならない。 

 

９．教育訓練 
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開設者は、手順書に基づき、次に掲げる事項を適切に行わなければならない。 

1) 管理者は、関係機関、関係団体等が開催する研修会等を積極的に受講すること。 

2) 作成等管理に関する教育訓練を計画的に実施すること。 

3) 開設者は、教育訓練の実施の記録を管理者及び従業者ごとに作成し、その作成の日か

ら２年間保存すること。 

 

１０．指示書に基づき作成等工程が２以上の歯科技工所にわたる作成等 

1) 指示書に基づき歯科補てつ物等の作成等工程の一部を他の開設者(以下「二次受託者」

という。)の歯科技工所に引き継ぐ開設者(以下「一次受託者」という。)は、当該二次

受託者と当該作成等工程における作成等管理及び品質管理の適切な実施を確保するた

め、次に掲げる事項を取り決めなければならない。 

① 当該分担工程の範囲 

② その作成等に関する技術的条件 

③ 引継ぎ時における、委託歯科医師による指示について二以上の管理者による確認及

び品質管理・点検の方法 

④ その他、歯科補てつ物等の作成等の作成等管理及び品質管理の適切な実施を確保す

るために必要な事項 

2) 一次受託者及び二次受託者は、双方の取決め事項を歯科技工録又は手順書に記載しな

ければならない。 

3) 指示書に基づき作成等工程が２以上にわたる歯科技工所のすべての管理者は、委託歯

科医師及び２以上にわたる歯科技工所管理者の間の連絡を密にし、共同して歯科補てつ

物等の質の確保を図るものとする。 

 

１１．機器の共同利用による歯科補てつ物等の作成等 

1) 指示書に基づく歯科補てつ物等の作成等を行う際に、当該歯科補てつ物等に係る作成

等工程の一部を他の歯科技工所の機器を共同利用する場合、「歯科補てつ物等の作成等

を行う歯科技工所」の歯科技工士は、歯科技工録に、４．１）⑩の事項を記載する。こ

の場合、「共同利用する機器を所有する歯科技工所」において行った内容等を含めて記

載すること。 

2) 「共同利用する機器を所有する歯科技工所」の管理者は、共同利用する機器ごとに以

下の事項について記載した記録を作成し、保存しなければならない。 

① 共同利用した日時 

② 共同利用した「歯科補てつ物等の作成等を行う歯科技工所」の名称等 

③ その他必要な事項 
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表 1 歯科技工録(歯冠補てつ物の標準的作成工程・作業チェック項目・評価表) 

 治療内容 作業製作工程 作業チェック項目 評価 

1 初診(診

査・診断) 

歯科技工受託 受託年月日 平成 年 月 日 

  概形印

象 

石膏注入 印象面の変形・気泡 

模型材の種類 

混水比 

変形( )・気泡( ) 

普通石膏( )・硬石膏( )・

超硬石膏( )・その他( ) 

小( )・標準( )・大( ) 

  指示書 研究模型 模型の形態 指示内容確認( ) 

2 支台歯形

成 

      

  指示書 暫間被覆冠 部位・形態・咬合関

係・色調 

指示内容確認( ) 

   個人トレー・

個歯トレー 

外形・ハンドル位

置・スペーサー 

指示内容確認( ) 

3 印象採得

(精密印

象) 

      

     印象面の変形 

支台歯形成面・残存

歯部の気泡 

形成辺縁部の明示 

変形( ) 

支台歯部気泡( )・残存歯部

気泡( ) 

辺縁部明示( ) 

   模型材注入 模型材の種類 

混水比 

硬石膏( )・超硬石膏( )・

その他( ) 

小( )・標準( )・大( ) 

4 咬合採得       

  指示書   設計(種類)・使用材 指示内容確認( ) 

別添 
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料・納品日・担当医 

   作業模型 模型の種類 

歯型辺縁部の明示 

辺縁部のトリミン

グ 

可撤性( )・副模型( )・単

純( ) 

辺縁部明示( ) 

トリミング( ) 

   咬合器付着 使用咬合器の種類 

チェックバイトの

トリミング 

咬合器付着の浮き

上り 

歯型の咬合クリア

ランス等 

咬合器( ) 

トリミング( ) 

残存歯部咬合接触状態( ) 

クリアランス( ) 

   蝋型採得 解剖学的・臨床的歯

冠形態の付与 

咬合接触関係 

隣在歯接触関係 

辺縁部の適合性 

形態( ) 

咬合関係( ) 

隣在歯関係( ) 

適合性( ) 

   埋没・鋳造 鋳型材の種類 

混水比 

加熱スケジュール 

合金の種類・使用量 

鋳造体の点検 

クリストバライト系・ノーマ

ル( )・急速( )・その他

( ) 

小( )・標準( )・大( ) 

ファーネス温度・時間設定

( ) 

合金( )・その他( ) 

鋳巣( )・バリ( )・鋳込み

不足( )・表面あれ( ) 
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   研磨 研磨材料・術式 研磨材( )・研磨術式( ) 

   製作物の点検 最終点検 指示内容確認( ) 

形態( )・咬合接触関係

( )・隣在歯接触関係( ) 

辺縁部適合性( )・表面滑沢

性( ) 

   洗浄・消毒 洗浄・消毒 洗浄・消毒( ) 

   点検・検査   検印( )・点検・検査日：平

成 年 月 日 

     指示書の保管 指示書( ) 

   引渡し 引渡し年月日 平成 年 月 日 

5 クラウン

試適(仮

着) 

      

6 クラウン

装着 

予後経過

観察 

  作業模型の保管 作業模型( ) 
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表 2 歯科技工録(有床義歯の標準的作成工程・作業チェック項目・評価表) 

 診療室治

療工程 

技工室作業

製作工程 

作業チェック項目 評価 

1 初診(診

査・診断) 

歯科技工受

託 

受託年月日 平成 年 月 日 

  概形印

象 

模型材注入 印象面の変形・気泡 

模型材の種類 

混水比 

変形( )・気泡( ) 

普通石膏( )・硬石膏( )・

超硬石膏( )・その他( ) 

小( )・標準( )・大( ) 

  指示書 研究模型 模型の形態 指示内容確認( ) 

   個人トレー 外形線・ハンドル位

置・スペーサー 

辺縁の厚さ・辺縁の

形態 

指示内容確認( ) 

2 印象採得

(精密印

象) 

      

  指示書 印象面の点

検 

印象面の変形・気泡 変形( )・気泡( ) 

   石膏注入 模型材の種類 

混水比 

普通石膏( )・硬石膏( )・

超硬石膏( )・その他( ) 

小( )・標準( )・大( ) 

   作業模型 

 咬合床 

 咬合堤 

模型の種類 

 基礎床の種類・大

きさ・形態 

 蝋堤の高さ・幅 

スプリットキャスト法( )・

チェックバイト法( ) 

 基礎床( )・大きさ( )・

形態( ) 

 蝋堤( )・高さ( )・幅( ) 
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3 咬合採得 

 フェー

スボウト

ランスフ

ァー 

      

  指示書   設計・使用咬合器・

納品日・担当医 

指示内容確認( ) 

   咬合器付着 

チェックバ

イト 

 上顎模型

付着 

 下顎模型

付着 

ゴシックア

ーチ描記装

置取り付け 

使用咬合器の種類 

チェックバイトの

トリミング 

咬合器選択

(            ) 

チェックバイト( ) 

フェースボウ取り付け( )・

上顎模型付着( ) 

インサイザルガイドピンの接

触( )・下顎模型付着( ) 

ゴシックアーチトレーサー取

り付け( ) 

4 ゴシック

アーチ描

記 

咬合採得 

人工歯選

択 

咬合器再付

着 

チェックバ

イト 

石膏の種類 

チェックバイトの

点検 

硬( )・超硬( ) 

咬合器装着( ) 

人工歯選択( ) 

  指示書   内容・納品日・使用

材料(人工歯)・咬合

様式 

指示内容確認( ) 

   人工歯排列 人工歯排列 歯軸( )・OJ、OB( )・歯列

弓( )・歯槽頂間線法則

( )・調節彎曲( )・咬合接
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触( )・舌房( ) 

   歯肉形成 歯肉形成 床外形( )・辺縁形態( )・

研磨面形態( ) 

歯頸線( )・鼓形空隙( ) 

5 試適 蝋義歯 蝋義歯(口腔内・顔

貌に対する調和) 

歯列弓の形態と位置( )・調

節彎曲( )・咬合接触( )・

歯肉形成( )・顔貌との調和

( ) 

  指示書   設計内容・納品日・

使用材料(床材料・

金属)・維持装置の

種類・連結子の種

類・重合法 

指示内容確認( ) 

   テンチのコ

ア(全部床義

歯) 

蝋義歯の安定 テンチのコア( )(全部床義

歯) 

   維持装置・連

結装置の製

作 

サーベイング ブロックアウト( )・リリー

フ( )・ポストダム( ) 

    耐火模型

の製作 

複印象 印象材選択( ) 

     耐火模型材の種類 耐火模型材( )・混水比( ) 

    蝋型採得 維持装置・連結装置

の蝋型 

形態( )・位置( ) 

    埋没 埋没材の種類 埋没材( )・混水比( ) 

    鋳造 鋳造用合金の種類 鋳造用合金( ) 

     加熱スケジュール ファーネスの温度( )・時間

設定( ) 

     鋳造体の点検 鋳巣( )・バリ( )・鋳込み
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不足( )・表面あれ( ) 

    線鉤・既製

バー屈曲 

鉤・バーの種類 形態・サイズ選択( ) 

    研磨 研磨材料・術式 研磨剤( )・研磨術式( )・

滑沢度( ) 

    鑞着・溶接 埋没材・鑞材の種

類・溶接器の種類 

埋没材( )・混水比( )・鑞

材( )・溶接器の設定( ) 

    作業模型

への試適 

維持装置・連結装置

の点検 

形態( )・適合性( )・維持

力( )・咬合関係( ) 

   蝋義歯の埋

没 

埋没法・埋没材の種

類 

埋没方法( )・埋没材選択

( )・混水比( ) 

   床用材の填

入 

床用材の種類・填入

方法 

床用材の選択( )・填入操作

( ) 

   重合 重合方法 重合方法選択( )・重合時間

( )・重合温度( )・冷却法

( ) 

     重合の点検 重合状態( )・重合欠損部

( )・気泡( ) 

     義歯及び作業模型

の破損 

義歯の破損( )・作業模型の

破損( ) 

     咬合器再付着 石膏の種類( )・混水比

( )・咬合器付着( ) 

     選択削合・自動削

合・形態修正 

咬合接触( )・形態( ) 

   研磨 研磨材料・術式 研磨材( )・研磨術式( )・

滑沢度( ) 

   義歯の点検 最終点検 指示内容確認( ) 

       辺縁形態( )・咬合接触関係

( )・粘膜面の突起物( ) 
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       気泡( )・亀裂( )・表面滑

沢性( ) 

   洗浄・消毒 洗浄・消毒 洗浄・消毒( ) 

   点検・検査   検印( )・点検・検査日：平

成 年 月 日 

     指示書の保管 指示書( ) 

   引渡し 引渡し年月日 平成 年 月 日 

6 義歯試

適・調整 

      

7 義歯装着 

予後経過

観察 

  作業模型の保管 作業模型( ) 

 

 

 

 

 



 

 

医政発 0331 第 61 号 

令和４年３月 31 日 

都道府県知事 

各 保健所設置市長 殿 

特別区長 

 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について（通知） 

 

歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 71 号）について

は、別紙のとおり令和４年３月 31 日に公布されました。 

改正の趣旨及び主な内容は、下記のとおりですので、貴職におかれては、これを御了知

いただくとともに、貴管内市町村を始め、関係者、関係団体等に周知をお願いします。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

〇 歯科技工士法（昭和 30 年法律第 168 号。以下「法」という。）は、歯科技工所につい

て、「歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう」等と規定し、法第

21 条において開設者による届出義務や法第 23 条において管理者の義務等を規定してい

る。また、歯科技工士法施行規則（昭和 30 年厚生省令第 23 号。以下「規則」という。）

は第 13 条において法第 21 条に規定する届出を行う事項を、第 13 条の２において歯科技

工所が満たす必要のある構造設備基準を規定している。 

 

○ 今般、規制改革実施計画（令和３年６月 18 日閣議決定）において、コンピューターを

用いて歯科技工物の設計や製作を行うＣＡＤ／ＣＡＭ装置等を用いた自宅等でのリモー

トワークが可能であることを明確化することとされたことを踏まえ、「歯科技工士の業務

のあり方等に関する検討会」において、デジタル技術を活用した歯科技工等、歯科技工

士の業務の在り方等に関して検討を行い、 

・ リモートワークを行う者は、歯科技工所で業務に従事する歯科技工士であること 

・ リモートワークにより行うことができる歯科技工は一定の範囲に限られること 

・ 業務を適切に管理するため、歯科技工録の作成が必要であること 

等の方向性が示されたところ。これを踏まえ、規則について所要の改正を行う。 

 

第２ 制定の内容 

○ 歯科技工所の届出事項として、リモートワークを行う者等を追加する。 

○ 歯科技工所の構造設備基準として、リモートワークを行う者がいる場合は、個人情報

の適切な管理のための特段の措置を講じていることを追加する。 

○ 歯科技工士は、業務を行った場合には記録を作成し、保存するものとする。 

○ その他所要の改正を行う。 

 

第３ 施行期日 

○ 施行期日：令和４年４月１日（ただし、目次の改正規定（「・第 13 条」を「―第 14 条」

に改める部分を除く。）及び本則に１章を加える改正規定は令和５年４月１日） 
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SROLT
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（
受
験
の
手
続
）

（
受
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の
手
続
）

第
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す
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２
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略
）

２
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略
）
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）

第
十
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五
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名
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２

（
略
）

２

（
略
）
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
二

法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
歯
科
技
工
所
の
構
造
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず

れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
十
二

（
略
）

一
〜
十
二

（
略
）

十
三
娣娣娣

前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
場
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
、
電
子
計
算
機
を
用
い
た
情
報
処
理
に
よ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

る
、
特
定
人
に
対
す
る
歯
科
医
療
の
用
に
供
す
る
補
て
つ
物
、
充
て
ん
物
又
は
矯
正
装
置
の
設
計
及
び
こ
れ

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
者
が
い
る
場
合
は
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
特
段
の
措
置
を
講
じ
て

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

い
る
こ
と
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

第
四
章

娣
娣
娣
娣娣

雑
則
娣娣娣

（
新
設
）

（
記
録
の
作
成
及
び
保
存
）

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

第
十
五
条

娣
娣
娣
娣
娣

歯
科
技
工
士
は
、
そ
の
業
務
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
記
録
を
作
成
し
て
三
年
間
こ
れ
を
保
存
す

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

る
も
の
と
す
る
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定（「
・
第
十
三
条
」
を
「
慺
第
十
四
条
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）及
び
本
則
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 
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医政歯発０３３１第１号 

令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 

 

都 道 府 県        

各 保 健 所 を 設 置 す る 市 医務主管部（局）長 殿 

特 別 区         

  

 

厚生労働省医政局歯科保健課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

歯科技工におけるリモートワークの実施について 

 

 近年、歯科技工技術の高度化やデジタル化など、歯科技工士を取り巻く状況は大きく変化

しており、歯科技工士が働きやすい環境づくりや歯科技工の業務のあり方等の検討の必要性

が指摘されている。 

 このため、厚生労働省では、令和３年９月から「歯科技工士の業務のあり方等に関する検

討会」を開催し、歯科技工においてリモートワークを行う場合の考え方やルールについて検

討を行い、令和４年２月 10 日に中間報告をとりまとめたところである。 

 これに伴い、今般、歯科技工においてリモートワークを行う者及び想定される業務等につ

いて下記のとおりまとめたので、貴職におかれては、ご了知の上、関係者、関係団体等に周

知をお願いする。なお、構造設備基準等の詳細も含め、歯科技工におけるリモートワークの

基本的な考え方については、追ってお知らせする。 

 本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定による技術的

な助言であることを申し添える。 

 

記 

 

（１） 歯科技工においてリモートワークを行う者及び想定される業務について 

歯科技工においてリモートワークを行う者は、リモートワークのみを行う場合も含め、

歯科技工所において業務に従事し、歯科技工士の資格を有する者である。リモートワー

クを行う歯科技工士は、歯科技工所の管理者から離れた場所で業務を行うことから、管

理者は、リモートワークを行う歯科技工士の本人確認を含め、業務の開始・終了の時間

や業務内容等の実施状況を適切に管理する必要がある。 

また、歯科技工におけるリモートワークの対象となる業務としては、切削加工や研磨

等を除くコンピュータを用いた歯科補てつ物等の設計等が想定され、切削加工等を伴う

ものをリモートワークで行うことはできない。 
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（２） 歯科技工所の開設者による都道府県知事（保健所を設置する市の場合は保健所設置

市長、特別区の場合は特別区長）への届出 

歯科技工所の開設者は、当該歯科技工所でリモートワークを行う者がいる場合、業務

に従事する者の氏名と併せてリモートワークを行う旨を届け出ることに加えて、以下の

２点を当該歯科技工所が所在する都道府県知事（保健所設置市の場合は保健所設置市長、

特別区の場合は特別区長）に届け出ること。 

① リモートワークを行う者に連絡可能な電話番号 

② 歯科技工所以外場所であって、主にリモートワークを行う場所。自宅以外の場所で

主にリモートワークを行う場合、その場所の住所 

 

（３） 歯科技工におけるリモートワークを行う場合に必要な構造設備について 

歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 71 号）によ

る改正後の歯科技工士法施行規則（昭和 30 年厚生省令第 23 号）第 13 条の２の規定に

より、歯科技工においてリモートワークを行う場合、個人情報の適切な管理のための特

段の措置を講ずる必要があることとされている。 

歯科技工におけるリモートワークの対象となる業務は、切削加工や研磨等は行わない

コンピュータを用いた歯科補てつ物等の設計等を行う過程とすることから、リモートワ

ークを行う場所においては、防音装置や石膏トラップ等の構造設備は不要であるが、切

削加工や研磨等を行う場合には、歯科技工所として必要な構造設備を満たすとともに、

別途開設の届出等を行う必要がある。 
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医政歯発０３３１第２号 

令 和 ４ 年 ３ 月 3 1 日 

 

都 道 府 県        

各 保 健 所 を 設 置 す る 市 医務主管部（局）長 殿 

特 別 区         

 

 

厚生労働省医政局歯科保健課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について 

 

近年、デジタル技術を活用した歯科技工の増加など歯科技工を取り巻く状況は変化してお

り、今後、業務の効率化や質の高い歯科補てつ物等の作成等を行う観点から、歯科技工所間

の連携をより強めていく必要性が指摘されている。 

今般、「歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会」における議論を踏まえ、歯科技工

所の開設について下記のとおり明確化するとともに、歯科技工所間の連携について下記のと

おり明確化することとしたので、ご了知の上、関係者に周知方をお願いする。 

 

記 

 

１．歯科技工所の開設について 

歯科技工所の開設に当たっては、複数人が共同で１つの歯科技工所を開設することが可能

である。なお、複数人が同一住所に複数の歯科技工所を開設する場合は、それぞれの歯科技

工所が歯科技工士法（昭和 30 年法律第 168 号。以下「法」という。）第 21 条に規定する届

出を行い、同法第 22 条に規定する管理者を置くとともに、歯科技工士法施行規則（昭和 30

年厚生省令第 23 号）第 13 条の２に規定する構造設備基準を満たす必要がある。 

 

２．歯科技工所間の連携による機器の共同利用について 

歯科医療の用に供する補てつ物等（以下「歯科補てつ物等」という。）の作成等に用いる

機器（「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令の施行について」（平成 24 年 10 月２日

付け医政発 1002 第１号厚生労働省医政局長通知））において歯科技工所の構造設備基準とし

て必要とされている機器等を除く。）については、地域の歯科技工所間で連携し、共同で利

用することが可能である（別紙参照）。歯科補てつ物等の作成等に用いる機器（以下単に「機

器」という。）の共同利用にあたっては、以下の点に留意すること。 
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（１）歯科医師の指示書について 

法第 18 条の規定により、歯科医師又は歯科技工士（以下「歯科医師等」という。）が

歯科技工所において業として歯科補てつ物等の作成等を行う場合、歯科医師から交付さ

れた指示書が必要となる。 

地域の歯科技工所間の連携により、別紙のとおり機器の共同利用を行う場合、指示書

は、「歯科補てつ物等の作成等を行う歯科技工所」（以下「作成歯科技工所」という。）の

業務に従事する歯科医師等へ交付される必要がある。この場合において、「共同利用す

る機器を所有する歯科技工所」（以下「機器所有歯科技工所」という。）は指示書の交付

を受ける必要はないが、作成歯科技工所は、指示書を交付する歯科医師に対し、機器所

有歯科技工所が所有する機器を共同利用して歯科補てつ物等を作成する旨を伝えるこ

とが望ましい。 

なお、歯科補てつ物等の作成等を行う歯科技工所が、歯科医師からの指示書に基づき

行う歯科補てつ物等の作成等の工程の一部を、機器を所有する歯科技工所が行うことは、

歯科医師からの指示書に基づかない歯科技工が行われることとなり、これは「歯科医療

の用に供する補てつ物等の安全性の確保について」（平成 23 年９月 26 日付け医政発 092

第１号厚生労働省医政局長通知）のとおり認められないものであること。 

 

（２）歯科技工録の記載について 

歯科技工士は、その業務を行った場合には、歯科技工録を記載する必要がある。歯科

補てつ物等に係る作成等の工程の一部で機器を共同利用する場合においては、歯科技工

録の当該工程部分に、機器の共同利用を行った旨及び機器所有歯科技工所の名称等を記

載すること。なお、機器所有歯科技工所が特定できるような記載とすること。 

 

（３）その他 

機器所有歯科技工所の管理者は、所有する機器を、作成歯科技工所と共同で利用した

場合、その日時及び当該作成歯科技工所の名称等を記載した記録を作成すること。なお、

作成歯科技工所が特定できるような記載とすること。 

 



Ｂ歯科技工所
共同利用する機器を
所有する歯科技工所

歯科技工所間の連携による機器の共同利用（イメージ）歯科技工所間の連携による機器の共同利用（イメージ）

※A,Bの各歯科技工所はいずれも構造設備基準を満たす

（例）機器を共同利用してＣＡＤ／ＣＡＭを用いた歯科技工を行う場合

Ａ歯科技工所が製作

Ａ歯科技工所

監督

CAD
指示

管理者

管理者

監督

歯科医師

歯科医療機関

歯科技工
指示書

（指示が必要な

歯科技工所）

・A歯科技工所

完成した歯科補てつ物等を納品

歯科補てつ物等の
作成等を行う歯科技工所

※ 機器（場所を含む。）の
共同利用により製作した
ことが分かるよう歯科技
工録に記載

※ 歯科技工に使用する機器
を共同利用する場合は、その
旨を伝えることが望ましい。

連携

歯科技工録
・○月×日
スキャニング
ＣＡＤ
・○月○日

ＣＡＭ（場所：Ｂ歯科
技工所）

安全管理

※共同利用の記
録を作成・保存

（日時、共同利用
した歯科技工所
名等）

移動

移動

（Ａ歯科技工所
の歯科技工士）

（Ａ歯科技工所
の歯科技工士）

Ａ歯科技工所の
歯科技工士が
Ｂ歯科技工所の

ＣＡＭを用いて
製作

製作した
歯科補てつ物等

CAM

別紙



医政歯発０５１０第１号 

令和４年５月 10 日 

 

都 道 府 県         

各 保健所を設置する市 医務主管部（局）長 殿 

特 別 区         

  

 

 

厚生労働省医政局歯科保健課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について 

 

 

 近年、歯科技工技術の高度化やデジタル化など、歯科技工士を取り巻く状況は大きく変化

しており、歯科技工士が働きやすい環境づくりや、歯科技工の業務のあり方の検討や効率化

の必要性が指摘されている。 

 このため、厚生労働省においては、令和３年９月から「歯科技工士の業務のあり方等に関

する検討会」を開催し、歯科技工におけるリモートワークを行うに当たり必要なルールにつ

いて検討を行ってきた。 

 今般、当該検討会における中間報告を踏まえ、別添のとおり「歯科技工におけるリモート

ワークの基本的な考え方」をとりまとめたので、貴職におかれてはこれを御了知の上、関係

者に対する周知徹底をお願いする。 

 



 

 

 

 

 

 

歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年５月 

厚生労働省 

 

別添 
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１． 歯科技工におけるリモートワークを取り巻く状況 

 超高齢社会において、質の高い歯科医療を提供するためには、義歯等の歯科補てつ物が

適切に提供されることが重要である。一方で、歯科技工技術の高度化やデジタル化、就業

歯科技工士数の減少など、歯科技工士を取り巻く状況は大きく変化しており、歯科技工士

が働きやすい環境づくりや、歯科技工の業務のあり方の検討や効率化の必要性が指摘さ

れている。 

このため、歯科技工士の多様な働き方が可能となるよう、歯科技工を行う際のリモート

ワークについての基本的な考え方を示す。 

 

２． 歯科技工におけるリモートワークの実施 

（１）歯科技工におけるリモートワークを行う者及び想定される業務について 

①考え方 

歯科技工におけるリモートワークを行う者は、リモートワークのみを行う場合も含め、

歯科技工所において業務に従事し、国内に所在する、歯科技工士の資格を有する者であ

ること。 

また、歯科技工におけるリモートワークの対象としては、切削加工や研磨等を除くコ

ンピュータを用いた歯科補てつ物等の設計等が想定され、歯科技工のうち、切削加工等

を伴うものをリモートワークで行うことはできないこと。 

②遵守する事項 

開設者による都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区の場合、市長又は区長）

への届出 

歯科技工所の開設者は、当該歯科技工所でリモートワークを行う者がいる場合、業務

に従事する者の氏名と併せてリモートワークを行う旨を届け出ることに加えて、以下の

２点を当該歯科技工所が所在する都道府県知事（保健所設置市の場合は保健所設置市長、

特別区の場合は特別区長）に届け出ること。 

① リモートワークを行う者に連絡可能な電話番号 

② 歯科技工所以外の場所であって、主にリモートワークを行う場所。自宅以外の場所

で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所 

 

（２）歯科技工におけるリモートワークを行う場合に必要な構造設備について 

①考え方 

歯科技工においてリモートワークを行う場合、個人情報の適切な管理のための特段の

措置を講ずる必要がある。当該措置を講ずるに当たっては、「医療情報システムの安全
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管理に関するガイドライン」（平成 17 年３月 31 日付け医政発第 0331009 号・薬食発第

0331020 号・保発第 0331005 号厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長、厚生労働省

保険局長及び政策統括官（社会保障担当）連名通知別添）及び以下（３）及び（４）を

参照すること。 

②遵守する事項 

歯科技工におけるリモートワークの対象は、切削加工や研磨等は行わないコンピュー

タを用いた歯科補てつ物等の設計等を行う過程とすることから、リモートワークを行う

場所においては、防音装置や石膏トラップ等の構造設備は不要である。 

なお、切削加工や研磨等を行う場合には、歯科技工所の構造設備を満たすとともに、

別途開設の届出等を行う必要があることに留意すること。 

 

（３）歯科技工におけるリモートワークのセキュリティ対策等について 

①考え方 

 リモートワークにおいても患者の口腔内の状態に関する歯科医療情報を扱うため、個

人情報の適切な管理のためにセキュリティ対策を講じる必要がある。利用する情報通信

機器等を適切に選択・使用し、個人情報及びプライバシーの保護に最大限配慮するとと

もに、使用するシステムに伴うリスクを踏まえた対策を講じた上で実施することが重要

である。 

②遵守する事項 

ⅰ）リモートワークを行う環境 

リモートワークにおいても、歯科技工所で業務を行う場合と同様に、患者の口腔内

の状態等の歯科医療情報を扱うため、特に自宅以外の場所でリモートワークを行う際

は、第三者からのパスワードののぞき見等による情報漏えいが起こらないように適切

な対策を講じること。具体的には、リモートワークを行う歯科技工士に対し、ディス

プレイに覗き見防止フィルタの貼付等を行うよう周知するとともに、その実施状況を

確認し、対策を行う等、適切なセキュリティ対策を講じること。 

ⅱ）本人確認、通信環境、端末等のセキュリティ対策 

歯科技工所の管理者は、リモートワークを行う歯科技工士の本人確認を徹底する

こと。また、必要に応じて多要素認証も導入すること。 

不正アクセスを防止するために、管理者は、第三者が容易にアクセスできる公衆無線

LAN を用いないなどの通信環境の安全性の確保や、OS・ソフトウェア等のアップデート、セ

キュリティソフトのインストール等のセキュリティ対策を講じること。 

また、歯科技工所の管理者が、リモートワークを行う歯科技工士に端末を貸与する
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場合や、リモートワークを行う個人の所有する、あるいは個人の管理下にある端末を

利用して業務を行う場合に関しては、運用管理規定を定め、適切な技術的対策や運用

による対策を選択・採用し、十分な安全性を確保すること。個人の所有する、あるい

は個人の管理下にある端末については、リモートワークを行う歯科技工所の管理者に

よる機器の設定の変更が可能な場合に、管理者の責任で使用できることとする。この

場合、管理者は当該端末のソフトウェアの管理台帳を整備し、シリアルナンバー、OS

種別・バージョン情報、使用アプリケーション、パッチ適用状況、利用者、ソフトウ

ェアのインストールやクラウドサービスの利用状況等を把握・管理すること。 

更に、端末において業務上必要のない無線機能（例：Bluetooth 機能、アドホック

モード等）を無効化すること、通信環境や端末のパスワードについては、第三者に推

測されにくい、十分な強度のある個別のパスワードを個々に設定すること及び、同じ

パスワードを使い回さないようにし、使用するパスワードを第三者に知られた可能性

がある場合は早急にパスワードを変更することをリモートワークを行う歯科技工士

に周知するとともに、必要に応じてその実施状況を確認し、対策を行う等、適切なセキュ

リティ対策を講じること。 

ⅲ）データの授受 

管理者は、歯科補てつ物等の設計のデータ（以下「設計データ」という。）を、切削

加工等を行う機器に送付するにあたっては、データの送受信を安全に行う外部のネッ

トワークやクラウドサービスを利用し、又は特定の人のみが利用可能な専用ネットワ

ーク等を整備して利用すること。 

また、複数人でデータを共有可能な場所に設計データを保存する場合、情報を閲覧・

編集する権限が誰にあるか確認し、適切な設定を実施するようリモートワークを行う

歯科技工士に周知するとともに、必要に応じてその実施状況を確認し、対策を行う等、

適切なセキュリティ対策を講じること。 

なお、汎用の大容量ファイル送信サービス等の利用は、セキュリティ対策の観点か

ら適切ではないため留意すること。 

ⅳ）データの保護及び管理 

管理者は、リモートワークで取り扱う情報の利用者及び保管場所を設定し、管理す

ること。 

また、リモートワークを行う歯科技工士によるＵＳＢメモリ、ＣＤ、ＤＶＤ等の可

搬媒体（リムーバルメディア）及び端末の使用については、業務上の必要性が認めら

れたものに限定するとともに、端末（ＵＳＢメモリ等を含む。）にデータを保存する

ことが想定される場合は、情報に対する暗号化やアクセスパスワードの設定等、適切
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なセキュリティ対策を講じること。 

ⅴ）歯科技工所におけるルール整備及びセキュリティインシデント対策 

管理者は、リモートワークの実施にあたってのリスクマネジメントを行うとともに、

情報セキュリティ関連規定を整備し、歯科技工所内で周知すること。 

また、セキュリティインシデント発生時に迅速な対応を可能とするため、インシデ

ント対応計画を策定すること。インシデント対応計画には、連絡先と対応手順等を位

置付け、セキュリティインシデントの発生に備えてあらかじめ手順を確認するととも

に、リモートワーク端末が操作不能になった場合に備え、電話番号等を確認すること。 

加えて、端末の紛失やマルウェア感染等のセキュリティインシデントが発生した場

合（発生のおそれがある場合、動作が不審である等セキュリティインシデントかどう

かわからない場合を含む。）は、定められた連絡先へ速やかに報告するようリモート

ワークを行う歯科技工士に周知すること。 

更に、不正アクセス等のセキュリティインシデントが発生した際に原因調査が可能

となるよう、アクセスログ、認証ログ、操作ログ等のログを取得し、保存すること。 

 

３．その他歯科技工におけるリモートワークに関連する事項 

（１）歯科技工録について 

リモートワークを行う歯科技工士は、歯科補てつ物等の作成管理及び品質管理の観点

から、歯科技工録を作成する必要があること。リモートワークを行う場合はその工程の

管理がより重要となることから、「「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品

質管理指針」の一部改正について」（令和４年３月 31 日付け医政発 0331 第 47 号厚生労

働省医政局長通知）のとおり、リモートワークを行った工程と場所を確実に記載するこ

と。 

 

（２）研修の受講について 

リモートワークを行う場合、情報通信機器の使用や情報セキュリティ等に関する知識

の習得と理解・意識の向上が必要となることから、管理者は、歯科技工におけるリモー

トワークに責任を有する者として、研修を受講し、知識の習得、理解と意識の向上を図

ること。また、リモートワークを行う歯科技工士に対して研修を実施する又はリモート

ワークを行う歯科技工士の研修の受講を確認し、研修の受講について、研修受講日及び

研修受講者の記録を作成すること。 

リモートワークを行う歯科技工士は、研修（管理者による伝達研修を含む。）を受講

することにより、知識を習得し、理解と意識の向上を図ること。 
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※ 研修は、以下の内容を含むものとすること。 

・ 業務に従事する者の管理（管理者のみ）について 

・ ２．（３）に規定するセキュリティ対策に関する内容 

・ 歯科技工録について 

なお、研修としては関係団体や学術団体等が実施するものが想定されるが、団体等

による開催の準備が整うまでの間は次のウェブサイト等を参考にすること。 

・テレワークにおけるセキュリティ確保（総務省） 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/ 

・テレワークセキュリティガイドライン第５版（総務省） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000752925.pdf 

・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5.2 版（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html 

 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/
https://www.soumu.go.jp/main_content/000752925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html


医政歯発０５１０第２号 

              令和４年５月 10 日 

 

都 道 府 県        

各 保健所を設置する市 医務主管部（局）長 殿 

特 別 区         

 

厚生労働省医政局歯科保健課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

歯科技工におけるリモートワークの実施に関する留意点等について 

 

近年、歯科技工技術の高度化やデジタル化など、歯科技工士を取り巻く状況は大きく変

化しており、歯科技工士が働きやすい環境づくりや、歯科技工の業務のあり方の検討や効

率化の必要性が指摘されている。このため、今般、「歯科技工におけるリモートワークの

基本的な考え方」（令和４年５月 10 日医政歯発０５１０第１号）を示した。 

これに伴い、歯科技工士法（昭和 30 年法律第 168 号）第 21 条に基づく歯科技工所の届

出事項及び歯科技工士法第 27 条第１項に基づく立入検査（以下単に「立入検査」とい

う。）の実施に際しての留意点等を下記のとおりまとめたので通知する。また、立入検査

を実施するに当たっては、関係部局と連携し、情報の共有化、事前調整を行うようお願い

する。 

本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定による技術

的な助言であることを申し添える。 

 

記 

 

（１）歯科技工所の届出事項について 

 歯科技工所の開設者は、当該歯科技工所でリモートワークを行う者がいる場合、業務

に従事する者の氏名と併せてリモートワークを行う旨を届け出ることに加えて、その連

絡先として、以下の２点を当該歯科技工所が所在する都道府県知事（保健所設置市の場

合は保健所設置市長、特別区の場合は特別区長。）に届け出る必要があるとしていること

から、届出の際確認すること。 

① リモートワークを行う者に連絡可能な電話番号 

② 歯科技工所以外の場所であって、主にリモートワークを行う場所。自宅以外の場所

で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所 

 



（２）立入検査について 

歯科技工士法第 27 条に基づく立入検査を行う場合は、「歯科技工におけるリモートワ

ークの基本的な考え方」（令和４年５月 10 日医政歯発０５１０第１号）等を参考に指導

を行う。特に、次の事項に留意する。 

① 歯科技工におけるリモートワークを行う者及び想定される業務について 

歯科技工におけるリモートワークは、リモートワークのみを行う場合も含め、歯科

技工所において業務に従事し、歯科技工士の資格を有する者であることから、必要に

応じて従事者への聞き取りを行うとともに、リモートワークを行う者の管理者による

管理状況を確認する。また、必要に応じ、届出された連絡先へ直接連絡し、確認を行

う。 

 歯科技工におけるリモートワークの対象としては、切削加工や研磨等を除くコンピ

ュータを用いた歯科補てつ物等の設計等が想定され、切削加工等を伴う歯科技工をリ

モートワークで行うことはできないことから、必要に応じて従事者への聞き取りを行

い、リモートワークが適切に実施されているかを確認する。 

② 歯科技工におけるリモートワークを行う場合に必要な構造設備について 

歯科技工においてリモートワークを行う場合、リモートワークに用いるパソコン等

の端末（以下「端末」という。）及びデータを保存する媒体（クラウドサービス等）に

ついて、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講ずる必要があることから、歯

科技工録、ログ等の記録、歯科技工所におけるルールの整備状況や研修の実施状況等

を確認する。 

③ 歯科技工録の作成及び保存について 

今般、歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第 71

号）による改正後の歯科技工士法施行規則（昭和 30 年厚生省令第 23 号）第 15 条の

規定により、歯科技工士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して３年間

保存することとされたことを踏まえ、歯科技工録を適切に作成及び保存していること

を確認する。なお、令和５年３月 31 日までは、従前どおり「歯科技工所における歯

科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」に基づき歯科技工録を作成し、２年間保存

することとされているため留意すること。 

 ④ 研修について 

 歯科技工所の管理者及びリモートワークを行う歯科技工士は研修を受講する必要が

あることから、研修（管理者等による伝達研修も含む。）の受講状況について確認する

こと。なお、研修については、関係団体や学術団体等によるものが想定されるが、開

催の準備が整うまでの間は次のウェブサイト等を参考にすることとしているため留意

すること。 

※ 参考： 

テレワークにおけるセキュリティ確保（総務省） 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/ 

テレワークセキュリティガイドライン第５版（総務省） 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/telework/


https://www.soumu.go.jp/main_content/000752925.pdf 

  医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第 5.2 版（厚生労働省） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html 

 

⑤ その他 

歯科技工所の開設場所と異なる都道府県、保健所設置市又は特別区（以下「都道

府県等」とする。）の管轄する場所への立入検査が必要となった場合は、歯科技工所

の開設場所の都道府県等は、必要に応じて当該場所を管轄する都道府県等に連絡し、

連携の上、立入検査を行うこと。 

 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000752925.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00002.html

